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自己紹介：田村太郎

• 阪神・淡路大震災での外国人へ情報提供を機に「多文化共生センター」を設立
Ø 全国５カ所で外国人支援活動を展開、06年に全国５カ所のセンターに独立

• 自治体国際化協会参事として多文化共生事業を担当(2005年度）

• 「多様性を地域と組織の力に」をテーマに、「ダイバーシティ研究所」を設立（2007年)
Ø CSR(企業の社会責任）や自治体施策を通じたダイバーシティの推進に取り組みを拡げる
Ø 2009年に一般財団法人化し代表理事に

• 社会起業家をめざす若者のためのビジネスプランコンペ「edge」を主催し、100組以上の
社会起業家を支援（05年〜）

• 「NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会」代表理事(2009年) *現在は副代表理事
Ø 総務省「多文化共生推進プラン」を機にJIAMで「多文化共生マネージャー養成研修」がスター
ト（2006年度〜 21年度で修了者は約650人に）

Ø 2009年に法人化し、各地で災害時対応研修等を実施

• 東日本大震災直後に内閣官房企画官に就任。「震災ボランティア連携室」で被災地支援
に臨む。現在は復興庁・復興推進参与として、官民連携やNPO施策を担当(非常勤）

＜多文化共生・災害対応に関する主な社会活動＞
• 法務省入管庁「総合的な支援をコーディネートする人材の役割等に関する検討会」構成員（2022年〜）
• 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議「外国人との共生社会の実現のための有識者会議」構成員
（2021年）

• 苫小牧市「都市再生アドバイザー」（2023年〜）
• 世田谷区「多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」審議会委員（2018年〜2021年）
• 大阪府南海トラフ地震対応強化策検討委員（2018年）
• 関西経済同友会「ダイバーシティ＆インクルージョン委員会」副委員長（2022年〜）
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社会の変化をふまえた新しい災害対応のしくみづくりが必要！

東日本大震災以降の災害時対応における主な課題

• 要援護者の避難が間に合わない
• 多様な住民が避難するには配慮に欠ける避難所
• 仮設住宅で「見守り」から漏れ落ちる被災者
• 復興に時間がかかり立場の弱い人ほど避難生活が長期化

課題の背景

• 地域住民の災害時対応力が減退し先細る「自助」
高齢化率の上昇、高齢者のみ世帯の増加で「要支援者」は増加

若者の減少、消防団や自主防災組織の弱体化で「支援者」は減少

• 災害の多発と自治体財政の収縮で心許ない「公助」
災害の多発で財政の面でも人員の面でも相互扶助が困難に
地方公共団体の総職員数はピーク時（1994年）から17％減少

• 多様な住民への配慮にかける対応で弱者を生む「共助」
避難所運営は元気な男性が中心 → 女性や子どもへの配慮が欠けがち
仮設住宅での見守りは女性が中心 → 中年男性が孤立しやすい

１．災害時対応の実際
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１．災害時対応の実際

大規模災害では多くの被災者が長い期間「避難生活」を送る

• 地域防災計画で定められている「指定避難所」ではない場所にも避難する

• 指定管理制度の進展で、民間の事業者が運営する施設も増えている

• 災害発生の時間帯によっては、住民以外の帰宅困難者も多数避難する

• ペットがいる世帯等、避難所には行かずに自宅で過ごす世帯も多い

避難所とは？
・災害などで避難が必要なときに市町村が開設する施設

災害の種類で避難所が異なる（洪水・土砂・地震・津波）
地域防災計画であらかじめ指定されている場所を「指定避難所」という
避難所（収容避難場所）となる施設は学校や公民館などの公共施設が多い

・避難所の機能は「物資」「サービス」「情報」「生活の場」の提供
物 資：水、食糧、生活用品、衣類、衛生用品、毛布
サービス：安否確認、健康管理、託児、通信(電話・wifi）、電源
情 報：行政からの情報、民間からの情報（企業、NPO、ボランティア）
生活の場：生活スペースのほか、トイレ、洗濯、調理、学習スペースなどが

設けられることもある



【避難所生活者の推移】東日本大震災、阪神・淡路大震災及び中越地震の比較について

（人）

（出典） 東日本大震災に関しては警察庁の発表資料等（注１）及び当チームで行った調査結果（注２）
を、中越地震に関しては新潟県ＨＰを、阪神・淡路大震災に関しては「阪神・淡路大震災―兵庫
県の１年の記録」を参照。

注１ 警察庁は「公民館・学校等の公共施設」及び「旅館・ホテル」への避難者を中心に集計。
注２ 当チームは①避難所(公民館・学校等)、②旅館・ホテル及び③その他(親族・知人宅等）を集計。
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震度７の地震では半年以上にわたって避難所での生活が続く【避難所生活者の推移】東日本大震災、阪神・淡路大震災及び中越地震の比較について

（人）

（出典） 東日本大震災に関しては警察庁の発表資料等（注１）及び当チームで行った調査結果（注２）
を、中越地震に関しては新潟県ＨＰを、阪神・淡路大震災に関しては「阪神・淡路大震災―兵庫
県の１年の記録」を参照。

注１ 警察庁は「公民館・学校等の公共施設」及び「旅館・ホテル」への避難者を中心に集計。
注２ 当チームは①避難所(公民館・学校等)、②旅館・ホテル及び③その他(親族・知人宅等）を集計。
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１．災害時対応の実際

政府資料に田村加筆

5



自宅が全壊しても半数が自宅で過ごす世帯も少なくない
• 西日本豪雨で被災した広島県坂町での調査では、発災から３ヶ月後も自宅で過ごす

世帯が最多（n=408）
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出典：ダイバーシティ研究所
「坂町 平成30年7月豪雨被災
者アセスメント調査」(2019）よ
り

１．災害時対応の実際
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コロナ禍における新たな災害対応の現実

避難所での「三密」を避けるための３つの「新しい避難様式」

①在宅避難

・ 自宅が安全な場合は避難所に行かない

・ 在宅避難を前提とした備蓄を各家庭で行う

②屋外避難

・ 駐車場など避難所の周辺での車中泊やテント泊も活用する

・ 車中泊やテント泊を想定した備蓄を各家庭＋地域で行う

③疎開避難

・ 被災しない親戚や知人宅、ホテルなどへ避難する

・ あらかじめ避難先や移動方法を定めておく

感染対策のために地域外から支援者がアクセスしにくくなる

• 感染拡大期は都道府県をまたぐ移動だけでなく、生活圏を越えた往来が困難に

Ø 災害時は全国から多くのボランティアが被災地に駆けつけ、助け合うことを基本としてきたこ
れまでの災害対応が難しい状況

Ø 「地域内の人材 ＋ オンラインでの遠隔地からの対応」を前提に支援の見直しが必要

１．災害時対応の実際

避難所利用者を
少なくすることで
三密を回避する

↓
「避難所へ行く」
災害文化からの
転換が必要！

コロナ時代の新しい災害対応に沿った被災者支援を検討する必要がある
7



外国人への災害対応では「ストック情報」と「フロー情報」に着目！

• 人が行動を起こすときには、あらかじめ提供された情報やこれまでの教育・
訓練などで蓄積された情報（＝ストック情報）がスタートラインとなる

• 災害発生後に危険情報（例：地震が起きました）や対応情報（例：避難してく
ださい）を受け取っても、ストック情報がなければ適切な避難行動はとれない

地域で発生する災害について

避難するときの注意点

避難する場所

避難所に行くメリット

危険情報「地震が起きました」

対応情報「避難してください」

ストック情報

フロー情報

一般的な
日本人

一般的な
外国人

8

２．災害時対応と外国人支援



災害時に外国人からよく聞かれる悩み

外国人側の「ストック情報」の不足による困りごと

• 災害そのもののリスクがわからない

• どのように避難すればいいかわからない

• 避難所の場所や受けられるサービスがわからない

• 避難所でどのような行動をとればいいかわからない

「フロー情報」での配慮不足による困りごと

• 災害時にしか出てこない日本語による混乱 （例：不通、救援、給水…）
• 直訳しても意味が伝わらない

（例：余震に気をつけましょう、ご自由にお取りください）

日本人の「理解不足」による困りごと

• 外国人の存在を知らないことによる誤解に起因する排除や差別

• 外国人の行動に対する誤解に起因する排除や差別

２．災害時対応と外国人支援

9
「自分の言語で話ができる」「周囲の日本人とのあいだをつないでくれる」

という安心感を提供することが重要！



「災害多言語支援センター」の設置

• 大規模な災害が発生した際、避難生活を送る外国
人を対象を支援する組織

Ø 2007年の新潟県中越沖地震で新潟県が初めて設
置。

Ø 2008年度に自治体国際化協会が「災害時における
外国人被災者支援のあり方検討会」を設置し、都
道府県が「多言語支援センター」を設置して被災自
治体を応援するスキームを研究

Ø 2009年3月に自治体国際化協会が「多言語支援セ
ンター立ち上げマニュアル」を公開

Ø 東日本大震災等を受け、２度改訂

Ø 2017年度に総務省国際室が「災害時外国人支援
コーディネーター」制度を検討し人材育成に着手

• 期待される役割
Ø 避難所巡回による外国人避難者の把握
Ø 多言語情報の作成（印刷配布、ウエブサイ
トやSNSでの配信、FMでの放送用素材）

Ø 上記を実施するために必要な人材のコー
ディネート

２．災害時対応と外国人支援

10自治体国際化協会「災害時の多言語支援のための手引き2012」 より



災害時における「災害多言語支援センター」と関係団体の全体イメージ

自治体国際化協会「災害時の多言語支援のための手引き2018」 より 11
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こうした地域国際化協会連絡協議会の連携体制の構築を踏まえ、自治体国際化協会では次のような災

害時の外国人支援体制の構築に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ＪＶＯＲＤの団体概要は次ページに記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．災害時対応と外国人支援
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【⑩業務の流れ】 

時 間 行 動 内 容 

７：００ 起床  

８：００～９：００ 全体ミーティング 情報の共有、行動予定の確認 

９：００～１０：００ 班別ミーティング 
避難所巡回先の打ち合わせ（班編成や巡回場所設定な

ど）、情報の選別、翻訳業務の確認など 

１０：００～１６：００ 班別活動 
【巡回班】 

避難所巡回（避難場所、人数の確認） 

  
【IT班】 

外部機関への翻訳依頼、資料の作成・整理 

１６：００～１７：００ 避難所巡回ミーティング 班編成、巡回場所設定 

１８：００～２０：００ 避難所巡回 ニーズの把握 

２１：００～２２：００ 全体ミーティング 情報共有、ニーズへの対応 

２２：００～２２：３０ 巡回結果とりまとめ 個人・巡回レポートとりまとめ、業務引き継ぎ 

２３：００ 清掃・就寝  

 
  

 

 

【コメント】 

柏崎災害多言語支援センターの例を参考に、１日の流れを例示してみます。 
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【⑪避難所巡回体制の確立】 

 
 

 

 

 

 

 

【コメント】 
皆さんの地域では、どのくらい空欄を埋めることができましたか？ 
 
１か月間の運営体制を、以下の条件でシミュレートした場合、必要な人員数は 203人でした。 
・運営スタッフの滞在日数は２泊３日（コーディネーターは前任との引き継ぎ期間を設ける） 
・避難所巡回時の班編成は、１班４人（通訳ボランティア２人、一般ボランティア２人） 
・このドリルでは、１日に巡回できる避難所数は、１班につき４ヵ所を上限としています。1ヵ所の避難所で、 
15分程度の面談や情報提供活動を実施したとしても、4か所で１時間、避難所間の移動時間を含めると、さら 
に時間がかかります。また、このドリルでは、避難者がもっとも避難所にいる夕食の時間帯に集中して巡回するこ
とを想定しています。 
・ＩＴ班は、センター開設時は２人体制とするが、途中から１人体制に変更しています。 
・相談窓口は、２人体制としています。 
 
あくまでシミュレーションの値であり、実際には、もっと少ない人数で運営できるかもしれませんが、いざという時に 
慌てないよう具体的な想定をしておきましょう。 

解説１ 

基礎情報 

解説８ 

広域連携 

解説７ 

翻訳体制 

解説２ 

被災予測 

解説３ 

人員算定 

解説４ 

初動体制 

解説５ 

業務内容 

解説６ 

運営体制 
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災害多言語支援センターの１日の活動スケジュール

自治体国際化協
会「災害時の多言
語支援のための
手引き2018」 より
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災害多言語支援センターの避難所巡回体制のイメージ

自治体国際化協会「災害時の多言語支援のための手引き2012」 より
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【⑪避難所巡回体制の確立】 

 
 

 

 

 

 

 

【コメント】 
皆さんの地域では、どのくらい空欄を埋めることができましたか？ 
 
１か月間の運営体制を、以下の条件でシミュレートした場合、必要な人員数は 203人でした。 
・運営スタッフの滞在日数は２泊３日（コーディネーターは前任との引き継ぎ期間を設ける） 
・避難所巡回時の班編成は、１班４人（通訳ボランティア２人、一般ボランティア２人） 
・このドリルでは、１日に巡回できる避難所数は、１班につき４ヵ所を上限としています。1ヵ所の避難所で、 
15分程度の面談や情報提供活動を実施したとしても、4か所で１時間、避難所間の移動時間を含めると、さら 
に時間がかかります。また、このドリルでは、避難者がもっとも避難所にいる夕食の時間帯に集中して巡回するこ
とを想定しています。 
・ＩＴ班は、センター開設時は２人体制とするが、途中から１人体制に変更しています。 
・相談窓口は、２人体制としています。 
 
あくまでシミュレーションの値であり、実際には、もっと少ない人数で運営できるかもしれませんが、いざという時に 
慌てないよう具体的な想定をしておきましょう。 

解説１ 

基礎情報 

解説８ 

広域連携 

解説７ 

翻訳体制 

解説２ 

被災予測 

解説３ 

人員算定 

解説４ 

初動体制 

解説５ 

業務内容 

解説６ 

運営体制 
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災害多言語支援センターの翻訳業務の流れ

自治体国際化協会「災害時の多言語支援のための手引き2018」 より
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【⑫翻訳が必要な言語】 

   

■翻訳業務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言語名 対応状況（○・×） ×の場合の翻訳依頼先 

１ ポルトガル語 ○ 国際交流員  

２ スペイン語 ○ ボランティア  

３ 中国語 ○ 相談員  

４ タガログ語 ×  △□国際交流協会へ依頼 

５ 韓国・朝鮮語 － 永住者のため日本語理解  

６ 英語 ○ 国際交流員  

７     

【コメント】 

外国人住民状況を元に、皆さんの地域で多く話されている言語を抜き出すとともに、翻訳者が身近にいるかも確認してお
きましょう。また、翻訳業務の依頼については、例えば市町村レベルでは対応できない言語でも、都道府県まで含めると対応
できるかもしれません。地域の実情に合わせて想定してみましょう。 

【コメント】 
新潟県中越沖地震の際には、上図のような体制で翻訳業務が行われました。 

解説１ 

基礎情報 

解説８ 

広域連携 

解説２ 

被災予測 

解説３ 

人員算定 

解説４ 

初動体制 

解説５ 

業務内容 

解説６ 

運営体制 

解説７ 

翻訳体制 

【翻訳原稿作成者・翻訳者の留意事項の例示】 

・ 正確さに気をとられるあまり、直訳的にならないこと 

一語一語にこだわるあまり、読み手にわかりにくい文章になってはいけません。 

・ あいまいな表現は残さない 

特に日本語から外国語に訳すときは、あいまいな言い回しをそのまま翻訳しても意味が伝わらないことが多いです。 

・ １つ１つの文をすっきりさせること 

文章を短くしたり、箇条書きにすると、わかりやすい文章になります。 

このほか、用語の統一、制度名やサービス名、専門用語、カタカナ語（和製英語）の翻訳には注意が必要です。わかりやすい表

現に心がけ、ときに専門的で正確性を求められる場合には厳密な翻訳も大切となります。 

また、翻訳文には必ず日本語も併記するなど、あらかじめフォーマットを整えておくことも必要です。 

 

参考：「災害時語学サポーターのための用語集・表現集・参考資料」（CLAIR発行 2006） 

多文化共生センター編「通訳・ボランティアハンドブック」（大阪府発行 2000） 
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○近年、外国人住民数が増加している中、大きな被害をもたらす自然災害が頻繁
に発生している状況。

○総務省では「情報難民ゼロプロジェクト」を開催し、同アクションプラン（平成28 年
12月）において、2020年の目指す姿の一つとして、避難所等にいる外国人被災
者への情報伝達を支援する「災害時外国人支援情報コーディネーター」の配置
が示された。

○これを受け、「災害時外国人支援情報コーディネーター制度に関する検討会」を
設置。（平成29年５月）

○災害時における外国人対応に関し、以下の３つが大きな課題とされた。

①言語の壁がある、②背景知識が不足している、③ニーズが多様である（食生活、習慣等）

災害時外国人支援情報コーディネーター制度に関する検討会 報告書概要

はじめに ／ 第１章 災害時の外国人対応に関する施策のこれまでの動き 第２章 災害時の外国人対応に関する調査結果※1

○都道府県・政令指定都市において、約８割の団体※2が災害多言語支援セン
ター等の外国人支援体制を整備済みである。

○地域国際化協会は、地域のボランティアや日本語教室等と多様なつながりを
持っており、災害時における外国人支援にあたり、その果たす役割は大きい。

○災害時の外国人住民のニーズ把握方法としては、地域国際化協会等の活用
や窓口での情報収集、避難所への巡回等が多い。

○地方公共団体が災害時に外国人に期待する協力分野は、通訳・翻訳のボラ
ンティアが最も多い。

※1 都道府県・政令指定都市・312市区町村（抽出）、都道府県の地域国際化協会を対象とした
アンケート（平成29年３月総務省実施）より。

※2 協定に基づくものが６割程度、協定に基づかないものが２割程度。

第３章 災害時外国人支援情報コーディネーターの概要 第４章 災害時外国人支援情報コーディネーター制度の仕組み

○情報コーディネーターを養成するため、既存の研修の活用を含
めて必要な研修が実施されることが望ましい。

○情報コーディネーターとして誰を配置可能か管理しておくため、
研修修了者を掲載する情報コーディネーター候補者の名簿を
作成すべき。

○災害時における外国人被災者への情報伝達に関する
課題としては、
・災害時に行政等から提供される情報量は膨大
・外国人のニーズ・求める情報は多様
であることがあげられる。

○情報コーディネーター※1は、災害多言語支援センター等
において、災害時に行政等から提供される災害や生活
支援等に関する情報を整理し、外国人被災者のニーズ
とのマッチングを実施※2。

○災害時に円滑に情報コーディネーター制度を機能させ
るために、平常時から関係団体等※3の間で連携を図っ
ていくことが重要。

○まずは都道府県及び政令指定都市で配置可能な体制
が確保されることが期待される。

災害時外国人支援
情報コーディネーター

マッチング

多言語への翻訳等

ニーズ伝達情報収受

情報伝達
（HP、メール、地方
公共団体窓口等）

行政、支援団体
（政府・地方公共団体、企業、支援団体）

外国人被災者

ニーズ把握
（地方公共団体窓口等）

○○県（○○市）
災害多言語支援センター

※1 情報コーディネータの担い手は、都道府県・政令指定都市から推薦された者を想定。具体的には、地域の実情に応じて、日
頃から外国人対応に習熟している地方公共団体の職員、地域国際化協会や市区町村の国際交流協会の職員など。

※2 情報コーディネーターは、外国人被災者からニーズを直接把握したり、必要な情報を翻訳して外国人被災者に伝達したりす
るスタッフと連携して活動することが想定される。

※3  連携を図る関係団体としては、行政、地域国際化協会、多文化共生マネージャー、ＮＰＯ、社会福祉協議会等が考えられる。

※1 後期研修は、「災害多言語支援センター等の役割や運営」や「災害時にお
ける外国人被災者への情報伝達」に関する研修のほか、ロールプレイ等
を予定。

情報コーディネーターとなるための研修
（後期研修※1）

情報コーディネーター候補者の名簿登録

未経験者向けの研修
（前期研修）

（災害対応未経験者） （災害対応経験者）

研修対象者
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「3つの効果」を視野に入れた多言語支援の重要性

１）翻訳効果
情報を翻訳して伝える

２）承認効果
自分の言語があることによる安心感
＝ 社会から存在を承認されている

３）アナウンス効果
「日本語以外の言語を話す人」が存在している
ことを地域や組織全体で認識する

多言語化は手段であり、目的は「全体的な安心感の醸成」

16

災害時に想定される事態から必要な情報をあらかじめ翻訳しておき、発災と同時に
速やかに掲出することで、外国人へ「情報」と「安心感」を届けるとともに、日本人にも
外国人の存在を認識してもらう必要がある

２．災害時対応と外国人支援



①災害発生時の活動
• 市町村または国際交流協会を拠点に「センター」を設置

Ø多言語支援を核に、外国人へ「安心」を届ける機能は不可欠

Ø設置基準はあらかじめ決めておく

（例：複数の避難所が長期間開設される 等）

Ø被災地域が広範囲になる場合は、複数の拠点を設置し、地域国際化協会
が統括的な事務局を立ち上げるのが望ましい

• 「センター」の機能は情報の収集と発信
Ø通訳と情報収集担当者が３〜４名のチームとなって、避難所を巡回

Ø相談窓口を設け、電話やメールでの相談にも対応

Ø避難所巡回や相談対応で把握できた情報をもとに、多言語で発信すべき
情報を編集する

Ø翻訳した情報を多様なメディアで発信する

多言語支援センターの設置・運営や、多言語支援のあり方については、
自治体国際化協会のマニュアルや手引きを活用してください！

３．これからの災害時外国人支援に向けて
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②災害に備える活動
・ 人材の育成

Ø 災害時の実働を想定した通訳等のボランティア・スタッフの育成
語学以外のスキルについても登録を呼びかける
外国人住民の参画も積極的に促す

Ø 協会職員や市町村の担当者、NPOを対象とした研修も必要
災害発生時の役割分担や派遣の仕組みも整備しておく

Ø 人材の登録は共通のフォーマット、基準で行う
本当に役に立つ人材を送ってもらわないと現場は困る
保険や旅費の精算など事務的に必要なこともあらかじめルールを決めておく

・ 訓練の実施
Ø 情報収集やセンターの立ち上げ、人材の派遣のための図上訓練
市町村・県域での訓練に加え、地域ブロックでの訓練も重ねて実施する

Ø 外国人住民向けの避難体験と支援者向けの巡回体験を兼ねた避難所運営訓練
「ストック情報」を増やし、「安心」を提供するための支援のあり方を考える

訓練を定期的に実施し、地域のステークホルダーが
課題を共有しながら備えを改善する機会に！

３．これからの災害時外国人支援に向けて
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「３つの変化」を踏まえた実効性の高い取り組みを！

外国人を取り巻く環境の変化
• 国籍・在留資格・年代・居住地域・経済状況など外国人の多様化が進展
• 「外国人受入れ環境の整備に関する業務の基本方針」の閣議決定(2018年7月)
を受けた「総合的対応策」や「ロードマップ」による施策の拡充
Ø 「一元的相談窓口」を災害時に「災害多言語支援センター」へ移行させるところも

防災施策の変化
• 避難行動要支援者について個別に避難計画を作成することを市町村の努力義務
とする「個別避難計画の作成の努力義務化」（2022年度〜）

• 発災後から被災世帯への支援を切れ目なく展開する「災害ケースマネジメント」
の推奨（内閣府防災は2022年に事例集を作成、2023年に手引きを作成）

技術や情報提供手段の変化
• AIの進化やアプリ等普及は、周囲の日本人とのコミュニケーションツール
として充分に活用できるレベル

• リモートでの通訳や専門家のマッチングを想定した人材育成や登録システムの
デジタル化も有効

３．これからの災害時外国人支援に向けて
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出典：外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議「外国人との共生社会実現に向けたロードマップ（概要）」

外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ（概要）
外国人との共生社会の実現に向けて、目指すべき外国人との共生社会のビジョン（３つのビジョン）を示し、ビジョンを実現する
ために取り組むべき中長期的な課題として４つの重点事項を掲げ、それぞれについて今後５年間に取り組むべき方策等を示すロー
ドマップを策定
１ 基本的な考え方
外国人の在留状況

■「『生活者としての外国人』に関する総合的対応策」（H18.12.25)

■「経済財政運営と改革の基本方針2018（骨太の方針）」(H30.6.15)

■「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」設置（H30.7.24）
■「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」

（H30.12.25、以後３回改訂）

総合的対応策の改訂などにより充実が図られてきたものの、短
期的な課題への対応にとどまる

目指すべき外国人との共生社会のビジョンの実現に向けて、中
長期的な課題及び具体的施策を示すロードマップを策定

◎在留外国人の増加 ◎出身国籍・地域の多様化

共生施策の変遷
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２ 目指すべき外国人との共生社会のビジョン（３つのビジョン）

安全・安心な社会

これからの日本社会を共につくる
一員として外国人が包摂され、全て
の人が安全に安心して暮らすことが
できる社会

多様性に富んだ
活力ある社会

様々な背景を持つ外国人を含む全
ての人が社会に参加し、能力を最大
限に発揮できる、多様性に富んだ活
力ある社会

個人の尊厳と人権を
尊重した社会

外国人を含め、全ての人がお互
いに個人の尊厳と人権を尊重し、
差別や偏見なく暮らすことができ
る社会

3 取り組むべき中長期的な課題（４つの重点事項）

１ 円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取組

２ 外国人に対する情報発信・外国人向けの相談体制等の強化

３ ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援

４ 共生社会の基盤整備に向けた取組

21出典：外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議「外国人との共生社会実現に向けたロードマップ（概要）」



４ 重点事項に係る主な取組

☆１ 円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取組

○都道府県等が行う日本語教育を強化するための総合的な体制づくりを着実
に推進するとともに、市区町村が都道府県等と連携して行う日本語教育を
含めて支援【文科】《1》
○「日本語教育の参照枠」に示された教育内容やレベル尺度等に対応した分
野別教育モデルの開発【文科】《3》
○生活オリエンテーション（日本で生活するための基本的な情報提供、初歩
的な日本語学習）動画の作成・活用等により社会制度等の知識を習得でき
る環境（来日前を含む。）を整備【法務】《6》
○生活場面に応じた日本語を学習できるICT教材の開発・提供等【文科】《8》
○来日前に円滑なコミュニケーション力を身につけるための海外における日
本語教育環境の普及【外務】《9》
○日本語教育機関の認定制度及び日本語教師の資格制度整備【文科】《11》

○「生活・就労ガイドブック」及び「外国人生活支援ポータルサイト」の掲載方
針を作成、公表【法務】《17》

○マイナポータル等を活用した情報発信【法務】《18》
○外国人受入環境整備交付金の見直し等による一元的相談窓口の設置促進【法務】
《20》
○多言語翻訳技術について、実用レベルの「同時通訳」の実現及び重点対応言語の
15言語への拡大に向けた取組【総務】《23》

○外国人支援を行う地域の関係機関による合同の相談会の実施等【法務】《27》
○やさしい日本語の普及に向けた研修の実施等【法務】【文科】《31》《32》

☆２ 外国人に対する情報発信・外国人向けの相談体制等の強化

☆３ ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援
○子育て中の親子同士の交流や子育て不安・悩みを相談できる場の提供等を
行う地域子育て支援拠点事業の実施【厚労】《33》
○住民基本台帳システムと学齢簿システムとの連携により、外国人の子ども
の就学状況の一体的管理・把握を推進【文科】《36》
○公立高等学校入学者選抜において外国人生徒を対象とした特別定員枠の設
定及び受検に際しての配慮の取組を推進【文科】《47》
○高等学校において、日本語の個別指導を教育課程に位置付けて実施する制
度を導入【文科】《49》
○ハローワークの外国人雇用サービスコーナーにおける専門相談員や通訳の
配置による職業相談の実施、外国人雇用サービスセンター等における留学
生を対象とした支援【厚労】《57》
○定住外国人を対象とした、日本語能力に配慮した職業訓練の実施【厚労】
《61》
○年金制度に関する周知・広報の継続・充実【厚労】《63》
○「在留外国人に対する基礎調査」等による実態把握等【法務】《66》

☆４ 共生社会の基盤整備に向けた取組
○「外国人との共生に係る啓発月間（仮称）」の創設、各種啓発イベント等の実施
【法務】《67》《68》

○学校における、異文化理解・多文化共生の考え方に基づく教育の更なる普及・充
実を推進【文科】《71》

○在留外国人統計等を活用し、国籍、在留資格、業種別等の外国人の生活状況の実
態把握が可能な新たな統計表を作成・公表【法務】《74》

○外国人労働者の労働条件等の雇用管理、国内外の労働移動等の実態把握のための
統計整備【厚労】《75》

○民間支援団体が行う外国人に対するアウトリーチ支援の取組を支援するための試
行事業実施【法務】《80》

○出入国在留管理庁において、在留管理に必要な情報を一元的に把握できる仕組み
を構築するための検討【法務】《82》

○マイナンバーカードと在留カードの一体化による利便性向上【法務】《85》
○外国人支援人材の育成や、専門性の高い支援人材の認証制度等について検討【法
務】《86》

５ 推進体制
○ 計画期間は令和８年度まで
○ 有識者の意見を聴きつつ毎年の点検による進捗確認、必要に応じ施策の見直し
○ 総合的対応策において、当該年度に実施すべき施策を明示

22出典：外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議「外国人との共生社会実現に向けたロードマップ（概要）」



災害ケースマネジメントとは？

• 災害による生活面での変化や健康、経済状況など、被災世帯が抱える多様な課題を
解決するため、関係者が連携して必要な支援切れ目なく行う取り組み

• 「住まいの再建」の実現性と「日常生活」の自立性の２つの軸で世帯のを判断し、今後
の生活再建に向けた支援の必要性を評価する

• 評価を元に「地域支え合いセンター」などが計画的・体系的に被災世帯を支援する

３．これからの災害時外国人支援に向けて
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地
域
包
括

【「災害ケースマネジメント」による被災世帯分類概念図とアセスメント基準の例】

評価軸 項目による評価 配点
特記事項
全体の評価

合
計

日常生活の
自立性

健康保持 100
見守りの必要性が
高いか

回復力が脆いか

400
生活環境 100

福祉サービス 100

共助やコミュニティ 100

住まいの
再建実現性

住まいの再建・補修 100
在宅避難世帯も
注視する

住まいの見通しは
あるか

400
金銭 100

就労 100

法的解決 100

・集計結果に基づく4分類の判定については右表に示す判定項目を設定
・該当する調査項目に課題があると判定された場合は規定の点数を減点

・合計の採点結果により該当する分類を算出

ダイバーシティ研究所作成資料より



• 日常生活・住まいいずれかまたは両方の支援が必要な世帯が全体の63.8%
Ø 住まいの再建支援世帯（110世帯）より日常生活支援（177世帯）の方が多い状況

• 同じ地域内でも支援ニーズの傾向が異なる世帯が混在している
Ø 浸水高が同じ地域内でも、世帯構成（高齢者のみ等）や住まい方（自宅で商売をしている等）によって今後の見通し
や住まい再建の目処に差が出ている

Ø 世帯毎の支援に加えコミュニティ形成など面的なまちづくりへの支援が必要と考えられる

228世帯
36.2%177世帯

28.1%

110世
帯

17.5%

114世帯
18.1%

生活再建可能世帯日常生活支援世帯

住まいの再建支援世帯日常生活・住まい
の再建支援世帯

赤：日常生活・住まいの再建支援世帯

ｵﾚﾝｼﾞ：住まいの再建支援世帯
ピンク：日常生活支援世帯
緑：生活再建可能世帯

３．これからの災害時外国人支援に向けて
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災害ケースマネジメントによるアセスメントの例
令和２年豪雨（熊本）における人吉市内での被災世帯調査の状況

ダイバーシティ研究所作成資料より



アプリやツールの活用でめざす双方向性の高いコミュニケーション

• 多様なアプリやツールを日ごろから活用する
Ø AIやITの進化は著しく、機械翻訳も使えるレベルになってきたが、普段から使っ
ていない道具は災害時にも使えない

Ø 外国人が直接アクセスして利用するだけでなく、周囲の日本人が使用すること
を想定したツールの開発も期待したい

• 情報を届けて終わりにせず、双方向性の高いコミュニケーションを心がける
Ø 言語のわかるスタッフやボランティアに期待されていることは、情報を伝えること
よりも話を聞いて不安を和らげること

Ø 周囲の日本人にも外国人の存在を伝え、ともに支え合う関係の構築を促す

＜災害時に使えるツールの紹介＞

多言語音声翻訳アプリ「ボイストラ」 http://voicetra.nict.go.jp

18言語でニュースを配信する「NHKワールド」 https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

自治体国際化協会「災害時多言語情報」 http://dis.clair.or.jp

気象用語を翻訳した「多言語辞書データ」 http://www.data.jma.go.jp/developer/multilingual.html

25
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多言語音声翻訳アプリ「ボイストラ」



避難者登録カード ｜ 発行：（一財）自治体国際化協会

避難者登録カード｜表面

名前

名前や言語、健康やアレルギーなどについて、避難所で助けるために使います。あなたの情報を使うことが大丈夫なら、下の□にチェックを
してください。

一緒に住んでいる人

性別 生年月日 電話番号 E-mail 今いるところ

避難所 家 分からないその他

国籍

外国籍の方

日本に住んでいない人

パスポート番号 または 在留カード番号 日本語がわかりますか ?

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

家

泊まっているホテルなど

〒

自分の国の住所

（話せる言葉）

（　　　　　  　 ）
ライフライン （  　　　   　　 　　   ）

使える

使える

使えない

はい いいえ

全壊 半壊

水道 電気 ガス使えない

その他

わからない

わからない

今住んでいる自治体への連絡

母国の大使館などからの安全確認への返事

同意する

同意する

同意しない

避難所での支援 同意する 同意しない

同意しない

（話せる言葉）はい いいえ

（話せる言葉）はい いいえ

（話せる言葉）はい いいえ

（話せる言葉）はい いいえ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

住所

やさしい日本語あなたの名前
ひなんしゃとうろく

ひなんしゃ

なまえ

いっしょ す

じゅうしょ

がいこくせき かた

こくせき

にほん

と

いえ つか つか ぜんかい

すいどう でんき

はんかい

つか つか

た

なまえ げんご けんこう ひなんじょ

ひなんじょ

います

ぼこく たいしかん あんぜんかくにん へんじ

じちたい れんらく

しえん どうい どうい

どうい どうい

どうい どうい

たす つか つかじょうほう だいじょうぶ した

じぶん くに じゅうしょ

す ひと

ばんごう ばんごう にほんご

はな ことば

はな ことば

はな ことば

はな ことば

はな ことば

ざいりゅう

ひと

せいべつ せいねんがっぴ

ねん がつ にち

ねん がつ にち

ねん がつ にち

ねん がつ にち

ねん がつ にち

でんわばんごう いま

ひなんじょ いえ わ た

とうろく

き

じょうほう

おもてめん
なまえ

避難所 家 分からないその他
ひなんじょ いえ わ た

避難所 家 分からないその他
ひなんじょ いえ わ た

避難所 家 分からないその他
ひなんじょ いえ わ た

避難所 家 分からないその他
ひなんじょ いえ わ た

❶ 避難者の登録

❷ なんでここに来た？

❸ あなたの情報について

多言語避難者登録カード（自治体国際化協会） 27
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全言語共通食材の絵文字｜FOODPICT

発行：（一財）自治体国際化協会｜FOODPICT © INTERNASHOKUNAL & NDC Graphics

た

Please check items that you cannot eat

Mangyari lamang na lagyan ng check ang hindi nakakaing bagay

Centang makanan yang tidak bisa dimakan

Отметьте продукты, которые Вы не можете употреблять в пищу

Marque los alimentos que no puede consumir

โปรดใส่เครื่องหมายถูกในสิ่งที่ไม่สามารถรับประทานได้

Marque o que não pode comer

7VJ�M±OH�Ä OI�EɴV�W�P�N²O�CɰO�LI³OH�UIʒ�ÂO�ÄáʲD

請在不能吃的食物上打勾

请在不能吃的食物上打勾

ൾხ�ජዻ௴�ઇ�ᅰሙ�ጄ�ཊགྷ

食べられないものにチェックしてください

牛（うし）
Beef

蟹（かに）
Crab

海老（えび）
Shrimp

貝（かい）
Shellfish

酒（アルコール）
Alcohol

卵（たまご）
Eggs

小麦（こむぎ）
Wheat

乳（にゅう）
Dairy

落花生（ピーナッツ）
Peanut

豚（ぶた）
Pork

鶏（とり）
Chicken

羊（ひつじ）
Lamb

蕎麦（そば）
Buckwheat

魚（さかな）
Fish

+WKPMb�TM[�ITQUMV\[�Y]M�^W][�VM�XW]^Mb�XI[�UIVOMZ

֊ո֞֊֧�ռ֟վ֞�ւ֟շ�ռ֟֊֛֭�֔չ֞ի֊֛֚֭֡֫

�	ŰŻ"�źŽ%	ŰŻ%	Ű�űÑ��0ŴŻ�ů

使用する食材を絵文字と多
言語で表示するシートの使
用例（左）と炊き出し用アル
ファ化米に表示されたハラ
ル認証マークやアレルギー
原因物質の表記（2018年7
月・田村撮影）

外国人にも確認できる食材の絵文字つき確認シート（自治体国際化協会）
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外国人への災害時対応と多文化共生の地域づくりに向けて

・ 「ストック情報」のちがいに着目し、適切なコミュニケーションをはかる
Ø教育や訓練を通じて持っている知識（＝ストック情報）は、国によって異なる
Ø 発災後の情報を多言語に翻訳するだけでは、適切な行動が取れない
Øそれぞれのニーズに合わせた「双方向性の高いコミュニケーション」が大切

・ 具体的で実践的な訓練を定期的に広域連携で実施する
Ø外国人も企画段階から参加できる訓練で、有効な訓練にする
Ø定期的に実施して工夫を重ねるとともに、変化する状況も知る
Ø同時に被災しない他の地域と連携し、受援力も高める

・ 日常の多文化共生の取り組みのなかに災害時対応を組み込む
Ø担い手としての外国人への視点をもち、必要な情報提供や研修を行う
Ø入管法改正やコロナ禍での変化を踏まえ、地域のニーズと資源の把握に努める
Ø変化する地域防災の取り組みにも注目し、他機関との連携を図る

これまでの担い手だけで多様化する外国人への災害時対応は困難
多様な担い手の参画で、地域の暮らしに安心を提供しよう！

まとめ
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